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(57)【要約】
【課題】レーザ光等の強い指向性をもった光源と走査型
の画像形成手段を用いる場合に生じるスクリーン上のス
ポットサイズによる画質劣化の影響を低減することが可
能な画像表示装置を提供する。
【解決手段】画像表示装置は、光線を発する光源装置１
０と、スクリーン１５上に画像を形成する走査型の画像
形成手段（ＭＥＭＳミラー１４で例示）と、光源装置１
０から発せられた光が画像形成手段に到達するまでの光
路中に配設された可変焦点装置１３と、画像の投影サイ
ズ又はユーザ操作に応じて、スクリーン１５へ投射され
る光線のスポットサイズを変更するように、可変焦点装
置１３を制御する制御手段とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光線を発する光源装置と、スクリーン上に画像を形成する走査型の画像形成手段と、前
記光源装置から発せられた光線が該画像形成手段に到達するまでの光路中に配設された可
変焦点装置と、前記スクリーンへ投射される光線のスポットサイズを変更するように、前
記可変焦点装置を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、投影サイズを検出する投影サイズ検出手段を有し、該投影サイズ検出
手段で検出された投影サイズに応じて、前記スポットサイズを変更するように、前記可変
焦点装置を制御することを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記投影サイズ検出手段は、前記スクリーンまでの投影距離を検出する距離検出手段で
あり、前記制御手段は、前記距離検出手段で検出された投影距離に対応した投影サイズに
応じて、前記スポットサイズを変更するように、前記可変焦点装置を制御することを特徴
とする請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記スポットサイズを変更するユーザ操作を受け付ける操作手段を有
し、該操作手段で受け付けたユーザ操作に応じた前記スポットサイズの変更を行うように
、前記可変焦点装置を制御することを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記可変焦点装置は、前記スポットサイズを電気的に制御することが可能な素子を有す
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記可変焦点装置は、前記素子として液晶レンズを有し、該液晶レンズへの印加電圧制
御によって前記スポットサイズを変更することを特徴とする請求項５に記載の画像表示装
置。
【請求項７】
　前記可変焦点装置は、前記素子として液体レンズを有し、該液体レンズの印加電圧制御
によって前記スポットサイズを変更することを特徴とする請求項５に記載の画像表示装置
。
【請求項８】
　前記可変焦点装置は、前記素子として、ミラーの曲面形状が可変である可変焦点ミラー
を有し、該可変焦点ミラーへの印加電圧制御によって前記スポットサイズを変更すること
を特徴とする請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記可変焦点装置は、前記スクリーン上でのスポットの形状を略四角形となるよう制御
することを特徴とする請求項８に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記可変焦点装置は、複数枚のレンズと、該レンズの少なくとも１つを光軸方向に移動
させるレンズ可動機構とを有し、該レンズ可動機構でレンズを移動させることによって前
記スポットサイズを変更することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の画像
表示装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記スクリーンの傾きを検出する傾き検出手段を有し、該傾き検出手
段で検出された傾きに応じて、前記スクリーン上の画面内でスポットサイズを変更するよ
うに、前記可変焦点装置を制御することを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記
載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、画像表示装置に関し、より詳細には、レーザ光等の指向性の強い光源を用い
た画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光源装置からの光を液晶パネルのような空間光変調素子に照射し、スクリーンに投影さ
せることにより画像表示を行うプロジェクタ（投影型画像表示装置）がある。従来、投影
型画像表示装置の光源として高圧水銀ランプやメタルハライドランプといったランプが使
用されてきた。
【０００３】
　しかしながら、このようなランプは、寿命が短く点灯に時間がかかるという課題がある
だけでなく、光源から赤、緑、青の３原色に分光するための光学系が必要であり、光利用
効率低減や構造の複雑化、色再現性が課題となっている。
【０００４】
　このような課題を解決するために、近年ではレーザ光を用いた画像表示装置が提案され
ている。レーザを光源とすることで、長寿命化、広色域化、光利用効率がよいことによる
消費電力低減、光学系の単純化に伴う小型化など多数の改善が期待できる。
【０００５】
　例えば、特許文献１にはレーザを光源とした投影型画像表示装置が開示されている。こ
の投影型画像表示装置は、光源部が赤、緑、青の３つの波長を出射するレーザ光源装置に
より構成されており、それぞれのレーザから出射された光線は適度な拡がりまで拡散され
た後、合成されて空間変調素子である液晶パネルへと入射される。そして、液晶パネルへ
と入射した光は画像信号に応じて変調されて投影レンズによりスクリーンへ投射されてス
クリーン上に画像を形成する。
【０００６】
　このような空間変調素子を用いた投影型画像表示装置では空間変調素子のサイズまでビ
ーム径を拡大する必要があることと、素子面内で光の均一化をする必要があるためフライ
アイレンズや光インテグレータ等の機構が必要になり、小型化が困難である。そのため、
レーザ光源と走査型の画像形成装置とを組み合わせることで小型化を行う研究も行われて
おり、そのようなレーザを光源とした走査型の画像表示装置もいくつか提案されている。
【０００７】
　特許文献２には、レーザ光源と走査型画像形成手段により画像を形成する投影型画像表
示装置が開示されている。この投射型画像表示装置では、光源部にレーザを用い、赤、緑
、青色の波長の光線を発生させ、合成した後、走査型の画像形成手段によりスクリーン上
に出射された光線を水平、垂直方向へ光速に移動させてスクリーン上に画像を形成する。
この投射型画像表示装置では、レーザ光線のビーム径を拡大せずにスクリーンまで到達さ
せるため、光学部品が小型化できる。
【特許文献１】特開２０００－１３１７６２号公報
【特許文献２】特開平７－０６７０６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献２に記載のごとく、レーザ光源と走査型画像形成手段を用いた投影型画像表示
装置では、スクリーンへ到達した光線のスポットサイズが画像の１画素の大きさに対応す
る。従って、スクリーン上のスポットサイズが画質に大きな影響を与える。例えば、画像
表示装置より出射される光線が拡がりを持たず一定の場合、或る一定の投影サイズではス
ポットサイズが最適であっても、それより大きなサイズで投影した場合には上下のスポッ
ト間で隙間ができるため画質が劣化する。また、スクリーンを近づけ、投影サイズを小さ
くした場合、スポット同士の重なりが大きくなるため解像感が低下し、画質は劣化する。
【０００９】
　このように、レーザ光源と走査型画像形成手段を用いた従来の投影型画像表示装置では
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、画像表示装置から出射される光線の拡がりが一定であり、投影する画像サイズが変わる
と良好な画質を保つことができない。また、どのような投影サイズであっても良好な画質
を保つためには、投影する画像サイズに応じてスクリーン上での光線のスポットサイズを
変える必要があるが、従来、このような検討はなされていない。
【００１０】
　また、レーザ光源と走査型画像形成手段を用いた従来の投影型画像表示装置では、ユー
ザの好みに応じて画質を変えるといった検討もなされていない。
【００１１】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、レーザ光等の強い指向性をもった
光源と走査型の画像形成手段を用いる場合に生じるスクリーン上のスポットサイズによる
画質劣化の影響を低減するために、画像の投影サイズ又はユーザ操作に応じてスクリーン
上のスポットサイズを制御することが可能な画像表示装置を提供することを、その目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述のごとき課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、光線を発する光源装
置と、スクリーン上に画像を形成する走査型の画像形成手段と、前記光源装置から発せら
れた光線が該画像形成手段に到達するまでの光路中に配設された可変焦点装置と、前記ス
クリーンへ投射される光線のスポットサイズを変更するように、前記可変焦点装置を制御
する制御手段とを備えたことを特徴としたものである。
【００１３】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記制御手段は、投影サイズを検出する
投影サイズ検出手段を有し、該投影サイズ検出手段で検出された投影サイズに応じて、前
記スポットサイズを変更するように、前記可変焦点装置を制御することを特徴としたもの
である。
【００１４】
　第３の技術手段は、第２の技術手段において、前記投影サイズ検出手段は、前記スクリ
ーンまでの投影距離を検出する距離検出手段であり、前記制御手段は、前記距離検出手段
で検出された投影距離に対応した投影サイズに応じて、前記スポットサイズを変更するよ
うに、前記可変焦点装置を制御することを特徴としたものである。
【００１５】
　第４の技術手段は、第１の技術手段において、前記制御手段は、前記スポットサイズを
変更するユーザ操作を受け付ける操作手段を有し、該操作手段で受け付けたユーザ操作に
応じた前記スポットサイズの変更を行うように、前記可変焦点装置を制御することを特徴
としたものである。
【００１６】
　第５の技術手段は、第１～第４のいずれかの技術手段において、前記可変焦点装置は、
前記スポットサイズを電気的に制御することが可能な素子を有することを特徴としたもの
である。
【００１７】
　第６の技術手段は、第５の技術手段において、前記可変焦点装置は、前記素子として液
晶レンズを有し、該液晶レンズへの印加電圧制御によって前記スポットサイズを変更する
ことを特徴としたものである。
【００１８】
　第７の技術手段は、第５の技術手段において、前記可変焦点装置は、前記素子として液
体レンズを有し、該液体レンズの印加電圧制御によって前記スポットサイズを変更するこ
とを特徴としたものである。
【００１９】
　第８の技術手段は、第５の技術手段において、前記可変焦点装置は、前記素子として、
ミラーの曲面形状が可変である可変焦点ミラーを有し、該可変焦点ミラーへの印加電圧制
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御によって前記スポットサイズを変更することを特徴としたものである。
【００２０】
　第９の技術手段は、第８の技術手段において、前記可変焦点装置は、前記スクリーン上
でのスポットの形状を略四角形となるよう制御することを特徴したものである。
【００２１】
　第１０の技術手段は、第１～第４のいずれかの技術手段において、前記可変焦点装置は
、複数枚のレンズと、該レンズの少なくとも１つを光軸方向に移動させるレンズ可動機構
とを有し、該レンズ可動機構でレンズを移動させることによって前記スポットサイズを変
更することを特徴としたものである。
【００２２】
　第１１の技術手段は、第１～第１０のいずれかの技術手段において、前記制御手段は、
前記スクリーンの傾きを検出する傾き検出手段を有し、該傾き検出手段で検出された傾き
に応じて、前記スクリーン上の画面内でスポットサイズを変更するように、前記可変焦点
装置を制御することを特徴としたものである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の画像表示装置によれば、レーザ光等の強い指向性をもった光源と走査型の画像
形成手段を用いる場合に生じるスクリーン上のスポットサイズによる画質劣化の影響を低
減し、どのような投影サイズであっても同等の画質を得ること、或いはユーザが好む画質
の投影画像を得ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る画像表示装置について各実施形態を挙げ図面を参照しながら説明す
る。本発明に係る画像表示装置としてはプロジェクタが例示でき、特に、携帯電話機も含
めてモバイル機器へ組み込むことでより効果が望める。実際、現状では携帯電話機等へ組
み込みを考えて超小型のレーザプロジェクタの開発が盛んであるにも拘わらず、投影サイ
ズによる画質の問題は殆ど解決できていない。本発明は、後述するように簡単な構成でど
のような投影サイズであっても良好な画質を得ることが可能なため、モバイル機器のよう
な小型の機器に特に有用となる。
【００２５】
＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図で、図中、１は
画像表示装置である。
【００２６】
　図１で例示する画像表示装置１は、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）のレーザ光源１０ａ
～１０ｃによって構成されるレーザ光源装置１０、出力された光線を平行光とするコリメ
ートレンズ１１ａ～１１ｃ、それぞれの光線の波長のみを反射するダイクロイックミラー
１２ａ～１２ｃ、可変焦点装置１３、走査方式で画像を形成するＭＥＭＳ（Micro Electr
o Mechanical Systems）ミラー１４、画像を映し出すスクリーン１５、及びスクリーン１
５までの距離を検出する距離検出装置１６によって構成されている。可変焦点装置１３は
、レーザ光源装置１０から発せられた光線がＭＥＭＳミラー１４に到達するまでの光路中
に配設されていればよい。
【００２７】
　レーザ光源装置１０は、各色レーザ光源を例えば次のように構成すればよい。レーザ光
源１０ａは赤色レーザ光を出射する半導体レーザとし、レーザ光源１０ｂは半導体レーザ
と光導波路型ＳＨＧ（Second Harmonic Generation）素子を組み合わせた緑色レーザ光を
出射するレーザとし、レーザ光源１０ｃは青色レーザ光を出射する半導体レーザ光源とす
る。レーザ光源装置１０において、各レーザ光源１０ａ～１０ｃから発せられる光の強度
は個別に制御される。
【００２８】
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　なお、レーザ光源は固体レーザやガスレーザでもよく、レーザの波長や種類はここで示
したものに限らない。また、複数個のレーザを組み合わせてもよく、その場合にはさらに
強度の強いレーザ光を得ることができ、明るい画像を形成できる。また、半導体レーザは
すでに量産化されている小型で高効率のレーザ光源であるので、コスト低減と共に装置の
小型化と明るい画像表示が可能である。また、本発明では、レーザ光以外の光源であって
も、レーザ光と同様に強い指向性をもつ光線（拡がらないで進む光線）を発する光源を採
用してもよい。
【００２９】
　Ｒ、Ｇ、Ｂのレーザ光源１０ａ～１０ｃから発せられた光線は、それぞれ、コリメート
レンズ１１ａ～１１ｃよって平行光とされてダイクロイックミラー１２ａ～１２ｃに入射
される。そして、ダイクロイックミラー１２ａ～１２ｃに入射した光線は１束の光線へと
合成される。ダイクロイックミラー１２ａ～１２ｃはそれぞれ特定の波長のみ反射するミ
ラーである。ダイクロイックミラー１２ａは赤色光線を、ダイクロイックミラー１２ｂは
緑色光線を、ダイクロイックミラー１２ｃは青色光線を、それぞれ反射することで、レー
ザ光線を１束に合成する。合成にはダイクロイックミラーを用いたが、クロスプリズムな
ど他の手法を用いても構わない。
【００３０】
　ダイクロイックミラー１２ａ～１２ｃによって合成された光線は、可変焦点装置１３へ
と入射される。可変焦点装置１３は液晶レンズを有し、液晶レンズへの印加電圧によって
出射光線のビーム径を制御する。
【００３１】
　より具体的には、液晶レンズはガラス基盤と液晶層と電極によって構成され、ガラス基
盤に挟まれた液晶層へ電界をかけることで液晶層の屈折率分布を変化させ、この屈折率分
布を同心円状に勾配がつくようにすることでレンズと同等の働きを得ることができる。ま
た、印加する電界の強さを制御することでこの屈折率変化の勾配を変化させ、液晶レンズ
を透過する光線の集光点を自由に制御できる。
【００３２】
　本構成例で用いた液晶レンズは、２つのガラス基盤間に液晶層を配置し、ガラス基盤の
片側にはアルミニウム薄膜等で構成された円形の孔を有する第１の電極とその孔部分に配
置する円形状の第２の電極備え、他方には第３の電極層を備えた構成をしている。第１の
電極と第２の電極に異なる電界を印加することにより、第１の電極の中心軸に軸対称な電
界勾配を形成し、この電界勾配方向に液晶分子が配向することで異常光の屈折率分布が軸
対象に形成される。そのため、第１の電極の孔の中心を光軸としたレンズとしての効果を
有する。ここで、円形電極２への印加電圧を変化させることで第１の電極と対向する第３
の電極層の間に形成される電界勾配を変化させることができる。従って、第２の電極に印
加する電界を制御することで自由に液晶レンズの焦点距離を変化させることが可能である
。
【００３３】
　本実施形態での液晶レンズは、孔を有した電極を備えた構成として説明したが、これに
限定するのではく、液晶層に軸対象な電界分布を形成可能な電極構造であれば構わない。
【００３４】
　また、液晶レンズは液晶層を含んでいることから偏光特性があり、偏光方向の合った光
に対してのみレンズとしての機能を果たすことになる。そのため、本構成例ではレーザ光
源装置１０からの光線の偏光方向を液晶の偏光方向に合わせるように液晶レンズを配置し
、効率良くビーム径の制御が行えるようにしている。本構成例とは異なり、光源装置から
出射される光線の偏光方向が単一の方向でない場合は、液晶層を２層以上有し、そのうち
１層以上の液晶層が偏光方向の異なる配置とした液晶レンズを用いることで全ての偏光方
向に対応することができる。このとき、配光方向が垂直となるように液晶層を配置するの
が望ましい。ただし、レーザ光の偏光方向を液晶の偏光特性と合わせる方が液晶レンズの
構成が簡素化されること、並びにレーザ光の偏光制御自体が容易に行うことが可能である
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ことから、レーザ光源装置１０からの光線の偏光方向を液晶の偏光特性に合わせる方が好
ましい。
【００３５】
　可変焦点装置１３から出射された光線はＭＥＭＳミラー１４へ照射され、走査方式によ
ってスクリーン１５に画像を形成する。ＭＥＭＳミラー１４は、アクチュエータとマイク
ロミラーによって構成される２軸のＭＥＭＳミラーであり、Ｘ方向（横方向）とＹ方向（
縦方向）にマイクロミラーの角度を制御する。マイクロミラーに入射した光線はスクリー
ン１５上を走査するように反射される（図１のスクリーン１５上の点線を参照）。この時
、ＲＧＢレーザ光の色や強度を個別に変調して制御しているので、映像の各画素に対して
、ＭＥＭＳミラー１４から出射される光の色と強度を制御してスクリーン１５に投影し、
ＣＲＴ（Cathode-ray Tube）ディスプレイのように高速で走査することで画像を形成する
。このようにレーザ光線をスクリーン上で走査することで画像を形成し、且つスクリーン
上のスポットサイズを自由に変化させることができるので、装置内部ではレーザ光源から
発せられた光線のビーム径（照射スポット径）を可能な限り小さくしたまま処理できる。
そのため、装置や光学部材の小型化が可能であり、さらには価格を低減させることができ
る。
【００３６】
　また、本実施形態ではＭＥＭＳミラー１４に２軸のＭＥＭＳミラーを用いたが、１軸の
ＭＥＭＳミラーを２個組み合わせても構わない。この場合、１つは横方向の走査を行い、
他方は縦方向の走査を行うことで２次元画像を得ることができる。また、ＭＥＭＳミラー
１４の代わりに、他の走査型画像形成手段を設けてもよい。
【００３７】
　そして、上述のごとく液晶レンズを備えた可変焦点装置１３によってビーム径を制御し
ているため、スクリーン１５に照射された光線のスポットＳのサイズ（スポットサイズ）
はそのビーム径に応じて変更されることになる。このように、液晶レンズは、スポットサ
イズを電気的に制御することが可能な素子の一例である。
【００３８】
　可変焦点装置１３に対する制御は、画像表示装置１に制御手段を備えておけばよい。こ
の制御手段は、投影サイズに応じて、スクリーン１５へ投射される光線のスポットサイズ
を変更するように、可変焦点装置１３を制御する手段である。投影サイズを検出する手段
（投影サイズ検出手段）は、カメラなどを用いて実際に画面サイズを直接検出する方法で
も構わないが、複雑な構成となるため、次に説明するように投影距離から投影されている
投影サイズを判断（算出）することが好ましい。
【００３９】
　この制御手段の一部として距離検出装置１６が画像表示装置１に搭載される。距離検出
装置１６は赤外線反射センサ等でなり、スクリーン１５と画像表示装置１と間の距離を検
出（計測）する。また、距離の検出方式は赤外線を用いるものに限ったものではなく、超
音波を用いて距離を検出するなど他の方式を採用しても構わない。
【００４０】
　そして、この制御手段は、距離検出装置１６でスクリーン１５までの投影距離を検出し
て、その投影距離に応じてスポットサイズを変更するよう可変焦点装置１３を制御すれば
よい。なお、画像表示装置１における距離の起点は、スクリーン１５までの距離がＭＥＭ
Ｓミラー１４からの距離と同じになる位置など、いずれの場所を採用してもよく、制御時
に合わせた制御を行えばよいだけである。
【００４１】
　より具体的には、制御手段は、検出した投影距離とＭＥＭＳミラー１４の出射角度から
投影サイズを算出し、算出した投影サイズに応じた光線のビーム径を求め、その情報（制
御信号）を可変焦点装置１３へと伝える。投影サイズとビーム径との対応付けは予め行っ
ておき、変換テーブルなどとして内部に記憶させておけばよい。可変焦点装置１３は、そ
の制御信号に従って、ビーム径を制御する。このようにして、スクリーン１５上のスポッ
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トサイズがその投影サイズに適したように調整できる。勿論、制御手段が投影サイズを算
出した段階でその情報を可変焦点装置１３に伝え、可変焦点装置１３側でその投影サイズ
に応じて光線のビーム径を制御し、スクリーン１５上のスポットサイズがその投影サイズ
に適したように調整してもよい。
【００４２】
　ここで、画像データの画素数を一定とすると（例えばＨＤＴＶ（High Definition Tele
vision）用の映像の場合には１９２０×１０８０画素）、投影距離が長くなれば投影する
画面サイズも大きくなるため、それに合わせてスポットサイズ（画素サイズ）も大きくす
ればよい。つまり、制御手段は、投影距離が長く画面サイズが大きい場合は、スクリーン
１５上のスポットサイズが大きくなるよう制御すればよく、逆に投影距離が近く画面サイ
ズが小さい場合は、スクリーン１５上のスポットサイズを小さくなるように制御して、画
素間の隙間や重なり具合を調整するとよい。通常、投射角度はＭＥＭＳミラー１４の性能
等によって決まるプロジェクタ固有の値となり、画面サイズと投影距離は基本的に比例関
係になる。そのため、投影距離が長くなるにつれスポットサイズを大きく変化させていく
とよい。
【００４３】
　画質に関して補足的に説明すると、走査型の画像表示装置１が図１のようにスクリーン
１５上で高速に光線を動かして画像を形成するとき、通常、横方向に移動して順次垂直方
向にずらしていく。垂直方向の間隔は一定であるため、同じ投影サイズを想定したときに
、スポットサイズが小さい場合には画素間（特に上下間）の隙間が目立つようになって画
質が低下し、逆にスポットサイズ大きい場合には画素間の重なり程度が大きくなるため全
体的にぼけた画像となって画質が低下することになる。換言すると、仮にレーザ光線を完
全なコリメート（平行）光にしたとすると、常にスポットサイズは一定となるため、投影
サイズが大きい場合には画素間の隙間が目立ち、逆に近くで映すと画素間の重なりが多く
なる。そのため投影サイズに応じてレーザ光の拡がり（すなわちスポットサイズ）を制御
する必要があるが、本実施形態では容易にそれが行えるため、このような画質低下は生じ
ない。また、ビーム径の制御機構がなく、レーザ光線の拡がり角と投影サイズの関係を合
わせこむという手法も考えられるが、実際には装置全てにおいてレーザ光線の拡がり角を
一定にすることは難しく、また、僅かな画素の重なりが画質に影響するため、常に最適な
画像が得られることは難しい。これに対し、本実施形態では簡単な構成で容易にビーム径
の調整が可能であり、最適な画像を得られる。
【００４４】
　以上説明したように、画像表示装置１は、レーザ光源から発せられる光線の光路上に印
加する電界によって焦点距離の変化する液晶レンズを用いた可変焦点装置１３を設け、光
線のビーム径を変化させ、スクリーン１５上でのスポットサイズを変化させている。これ
により、どのような画面サイズで投影しようとも良好な画質を得ることができ、投影サイ
ズによる画質の劣化を抑制することが可能となる。
【００４５】
　また、投影サイズを検出する手段を設け、その投影サイズに応じて可変焦点装置１３を
駆動することで、自動で最適な画質となるように調整することができる。特に、距離検出
装置１６により投影距離を検出することで、投影サイズを算出し、その制御信号によって
可変焦点装置１３を駆動することで、より簡単な構成でどのような投影サイズであっても
最適な画質となるよう調整することが可能となる。
【００４６】
　また、可変焦点装置１３は液晶レンズに印加する電圧を変化させるといった電気的な制
御により焦点距離を制御できるため、機械的な機構を設ける必要なく、その結果、簡単な
小型の装置として構成でき、機械的な故障もなく寿命の低下も抑制でき、また騒音も抑制
することができる。
【００４７】
＜第２の実施形態＞
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　図２は、本発明の第２の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図で、図中、２は
画像表示装置である。図２において、第１の実施形態における画像表示装置１と同一の部
分は同一の符号を付して、その応用例も含めて説明を一部省略し、簡単に説明する。なお
、投影サイズによる画質の改善方法に関しても第１の実施形態の説明と同様である。
【００４８】
　図２で例示する画像表示装置２は、Ｒ、Ｇ、Ｂのレーザ光源１０ａ～１０ｃによって構
成されるレーザ光源装置１０、出力された光線を平行光とするコリメートレンズ１１ａ～
１１ｃ、それぞれの光線の波長のみを反射するダイクロイックミラー１２ａ～１２ｃ、液
体レンズを備えた可変焦点装置２０、走査方式で画像を形成するＭＥＭＳミラー１４、画
像を映し出すスクリーン１５、及びスクリーン１５との距離を検出する距離検出装置１６
によって構成されている。
【００４９】
　Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれレーザ光源から出射された光線をコリメートレンズ１１ａ～１１ｃ
によって並行光とする。平行光としたレーザ光線をダイクロイックミラー１２ａ～１２ｃ
により１束の光線へと合成する。合成したレーザ光は光線の光路上に配置された可変焦点
装置１３に入射する。
【００５０】
　入射した光線は可変焦点装置２０によって光線のビーム径が変化される。本実施形態に
おける可変焦点装置２０は、スポットサイズを電気的に制御することが可能な素子の一例
としての液体レンズで構成されている。液体レンズは、ガラス基板間に例えば水溶液と油
が２層になっており、そこに電圧を印加することで水溶液と油の境界面の曲率を変化させ
ることができる。水溶液と油の境界面両側では屈折率が異なるので、光線はその境界面で
屈折する。そのため、曲率を制御することでレンズの働きをすることとなり、自由に焦点
距離を変化できる。可変焦点装置２０は印加電圧の制御のみで焦点を可変できるため、駆
動機構が必要なく、小型化が可能である。また、液体レンズには偏光特性がないためレー
ザ光源の偏光特性を液体レンズに合わせる必要がない。さらに、液体レンズは応答速度が
数十ｍ秒と速いため、スポットサイズの制御を高速に行える。
【００５１】
　可変焦点装置２０でビーム径が変化されて出射した光線は、ＭＥＭＳミラー１４へ入射
する。さらに光線は２軸のＭＥＭＳミラー１４によりスクリーン１５へ投射され、スクリ
ーン１５上に走査方式で画像を形成する。スクリーン１５に投射された光線のスポットサ
イズは制御手段からの制御により可変焦点装置２０で投影サイズに応じて変化され、画質
の劣化が抑制される。このとき、第１の実施形態と同様に、可変焦点装置２０は赤外線に
よる距離検出装置１６によって得られた投影サイズに応じた制御信号によって駆動される
。
【００５２】
　このように、本実施形態においては可変焦点装置が液体レンズを有するものであり、液
体レンズにて光線のビーム径を変化させ、スクリーン１５上の光線のスポットサイズの制
御を行うことで投影サイズによる画質の劣化を抑制する。これにより構成が簡単になり、
小型化と共にコストの削減ができる。
【００５３】
＜第３の実施形態＞
　図３は、本発明の第３の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図で、図中、３は
画像表示装置である。図３において、第１の実施形態における画像表示装置１と同一の部
分は同一の符号を付して、その応用例も含めて説明を一部省略し、簡単に説明する。なお
、投影サイズによる画質の劣化低減に関しても第１の実施形態の説明と同様である。
【００５４】
　また、図４は図３の画像表示装置における可変焦点装置の構成例を示す図で、図５は図
４の可変焦点装置の制御によりスクリーン上に形成される各画素の配列の例を示す図であ
る。
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【００５５】
　図３で例示する画像表示装置３は、Ｒ、Ｇ、Ｂのレーザ光源１０ａ～１０ｃによって構
成されるレーザ光源装置１０、出力された光線を平行光とするコリメートレンズ１１ａ～
１１ｃ、それぞれの光線の波長のみを反射するダイクロイックミラー１２ａ～１２ｃ、可
変焦点ミラーを備えた可変焦点装置３０、走査方式で画像を形成するＭＥＭＳミラー１４
、画像を映し出すスクリーン１５、及びスクリーン１５との距離を検出する距離検出装置
１６によって構成されている。
【００５６】
　画像表示装置３は、Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれレーザ光源から出射された光線をコリメートレ
ンズ１１ａ～１１ｃによって並行光とする。平行光としたレーザ光線をダイクロイックミ
ラー１２ａ～１２ｃにより１束の光線へと合成する。合成したレーザ光は光線の光路上に
配置された可変焦点装置３０に入射する。
【００５７】
　入射した光線は可変焦点装置３０によって光線のビーム径が変化される。本実施形態に
おける可変焦点装置３０は、スポットサイズを電気的に制御することが可能な素子の一例
としての可変焦点ミラーで構成されている。可変焦点ミラーは、ミラーの形状を印加電圧
によって自由に変化できるため、入射した光線をこのミラーで反射させることで光線のビ
ーム径を変化させることができる。
【００５８】
　可変焦点ミラーとしては、例えば静電引力型を採用すればよい。図４（Ａ）で例示する
ように、薄膜状の反射面である薄膜ミラー（メンブレン）３５の背面に、小型の電極３２
を複数配置しておき、電気的吸引力にて薄膜ミラー３５の面を吸引し、薄膜ミラー３５の
形状を符号３６で例示するように変化させる。電極３２に印加する電圧を制御することで
薄膜ミラー３５の曲面形状を変化させて反射光のビーム径を可変にする。可変焦点ミラー
は小型化が可能で応答速度も速いため、操作性が改善される。なお、図４（Ａ）において
、電極３２は基板３１上に配置され、また薄膜ミラー３５は基板３１上にスペーサ３３を
介してアンカー３４で狭持されている。また、電極３２の配置は、図４（Ｂ）に示すよう
に複数の電極３２ａを有するハニカム型であっても、また図４（Ｃ）に示すように複数の
電極３２ｂを有する同軸型であってもよい。
【００５９】
　可変焦点装置３０でビーム径が変化されて出射した光線は、ＭＥＭＳミラー１４へ入射
する。さらに光線は２軸のＭＥＭＳミラー１４によりスクリーン１５へ投射され、スクリ
ーン１５上に走査方式で画像を形成する。スクリーン１５に投射された光線のスポットサ
イズは制御手段からの制御により可変焦点装置３０で投影サイズに応じて変化され、画質
の劣化が抑制される。このとき、第１の実施形態と同様に、可変焦点装置３０は赤外線に
よる距離検出装置１６によって得られた投影サイズに応じた制御信号によって駆動される
。
【００６０】
　また、可変焦点ミラーは、通常は曲率を変化させて集光点の位置を変えるように制御さ
れるが、薄膜ミラー３５の裏側に配設された複数の小型電極３２のそれぞれを制御するこ
とで、自由な曲面形状へと変化させることもできる。従って、可変焦点装置３０は電極３
２への印加電圧パターンにより、薄膜ミラー３５の反射面を複雑な形状へと変化させて、
入射してきたビーム（断面形状は丸）のスポット形状を丸ではなく例えば四角に近い形状
などへと変形させることも可能となる。このように、可変焦点装置３０は、スクリーン１
５上の光線のスポット形状を円形から略四角形へ変化させる制御を行うなど、スクリーン
１５上のスポットの形状も変えるように制御することが可能である。
【００６１】
　図５（Ａ）で示すように形状が円形のスポットＳｃの場合、スポットＳｃ同士の間の隙
間ＳＳが形成されてしまう。円形のスポットＳｃのまま隙間を埋めようとすると、図５（
Ｂ）で示すようにスポットＳｃ同士の重なり部分Ｄが生じて、重なっていない部分との差
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が生じ、画質が劣化する。これに対し、図５（Ｃ）に示すようにスポット形状を四角形に
変化させる（四角形スポットＳｒにする）ことで、このような画素間の隙間を減少させる
ことができ且つ重なり部分を減少させることができ、より画質の向上が図れる。
【００６２】
　以上説明したように、本実施形態では、第１又は第２の実施形態の効果の他に、可変焦
点装置に可変焦点ミラーを使用することでスクリーン上のスポット形状を変化させること
が可能である。そのため、画素間の重なり程度を均一化することができ、さらなる画質の
改善が可能となる。また、駆動電圧が比較的低いため、消費電力を抑え、コストの抑制が
できる。また、反射面の反射率を上げることで効率よくスポットサイズ制御が行え、明る
い画像を得ることができる。
【００６３】
　また、可変焦点装置３０は例に挙げた静電引力型のものでなくても構わない。例えばピ
エゾアクチュエータ型の可変焦点ミラーでもよい。ピエゾアクチュエータ型の可変焦点ミ
ラーは薄膜状のミラー背面にピエゾアクチュエータを設置し、ピエゾの伸縮によってミラ
ーの形状を変化させる。そのため、光線のスポットサイズをピエゾへの印加電圧によって
制御することができる。ピエゾアクチュエータ型可変焦点ミラーは安価であり、コストを
抑制することが可能である。また、反射型の可変焦点装置のため、透過型のような物質の
光の吸収(透過率)の影響は受けないため、反射面の反射率を改善することで効率の良いス
ポットサイズ制御が行える。さらには制御電圧が比較的低くても駆動するため、消費電力
を抑制することが可能である。
【００６４】
＜第４の実施形態＞
　図６は、本発明の第４の実施形態に係る画像表示装置の内部構成を示す平面的模式図で
、図中、６は画像表示装置である。図６において、第１の実施形態における画像表示装置
１と同一の部分は同一の符号を付して、その応用例も含めて説明を一部省略し、簡単に説
明する。なお、投影サイズによる画質の劣化低減に関しても第１の実施形態の説明と同様
である。
【００６５】
　図６で例示する画像表示装置６は、Ｒ、Ｇ、Ｂのレーザ光源１０ａ～１０ｃによって構
成されるレーザ光源装置１０、出力された光線を平行光とするコリメートレンズ１１ａ～
１１ｃ、それぞれの光線の波長のみを反射するダイクロイックミラー１２ａ～１２ｃ、複
数枚のレンズ６１～６３とレンズ可動機構とを備えた可変焦点装置６０、走査方式で画像
を形成するＭＥＭＳミラー１４、画像を映し出すスクリーン１５、及びスクリーン１５と
の距離を検出する距離検出装置１６によって構成されている。
【００６６】
　画像表示装置６は、Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれレーザ光源から出射された光線をコリメートレ
ンズ１１ａ～１１ｃによって並行光とする。平行光としたレーザ光線をダイクロイックミ
ラー１２ａ～１２ｃにより１束の光線へと合成する。合成したレーザ光は光線の光路上に
配置された可変焦点装置６０に入射する。
【００６７】
　入射した光線は可変焦点装置６０によって光線のビーム径が変化される。本実施形態に
おける可変焦点装置６０は、数枚のレンズ（図６の例ではレンズ６１～６３）の組合せに
よって構成され、一部のレンズ（図６の例ではレンズ６３）はアクチュエータ等のレンズ
可動機構によって光軸方向へと移動させることが可能となっている。レンズを移動させる
ことでレーザ光源から発せられた光線の集光点が制御され、出射される光線のビーム径を
変化させることができる。
【００６８】
　可変焦点装置６０でビーム径が変化されて出射した光線は、ＭＥＭＳミラー１４へ入射
する。さらに光線は２軸のＭＥＭＳミラー１４によってスクリーン１５に投影され、スク
リーン１５上に走査方式で画像を形成する。スクリーン１５に投射された光線のスポット
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サイズは制御手段からの制御により可変焦点装置６０で投影サイズに応じて変化され、画
質の劣化が抑制される。このとき、第１の実施形態と同様に、可変焦点装置６０は赤外線
による距離検出装置１６によって得られた投影サイズに応じた制御信号によって駆動され
る。
【００６９】
　以上説明したように、本実施形態でも、ビーム径を自由に制御可能な光線がスクリーン
１５上へ投影されて画像を形成している。従って、本実施形態においても、第１～第３の
実施形態の効果と同様に、スクリーン１５に投射された光線は可変焦点装置６０により光
線の集光距離が制御されているため、投影サイズに応じてスポットサイズを変化させて画
質を最適な状態にすることができる。さらに、本実施形態では、スポットサイズの変化を
単純な機構の部品で容易に構成できると共に、ビーム径を拡大することなく画像を形成さ
せることが可能となるため、部品の小型化とコスト削減が可能である。
【００７０】
＜第５の実施形態＞
　図７は、本発明の第５の実施形態に係る画像表示装置の制御例を示す図で、図中、１、
２、３、６はそれぞれ第１、第２、第３、第４の実施形態に係る画像表示装置である。
【００７１】
　第１、第２、第３、第４の実施形態に係る画像表示装置１、２、３、６（以下、可変焦
点装置１３を備えた画像表示装置１で例示する）では、スクリーン１５の傾きを特に考慮
せずに説明した。従って、図７（Ａ）で示すように、ＭＥＭＳミラー１４の面とほぼ平行
に設置されたスクリーン１５ａでは画像７２のように長方形に投影されるが、傾いたスク
リーン１５ｂでは画像７１のように台形に投影されてしまう。
【００７２】
　このような形状の不具合は、スクリーン１５の傾きを検出し、それに応じてレーザ光線
を制御することにより、形状を補正することで改善できる。すなわち、図７（Ｂ）で示す
ように、ＭＥＭＳミラー１４の面から傾いたスクリーン１５ｂでも画像７３のように長方
形に投影させるよう制御することができる。なお、この制御を行うと、平行に設置された
スクリーン１５ａでは画像７４のように台形に投影されることになる。
【００７３】
　傾きの検出は、制御手段に傾き検出手段を備えておくことで実現できる。この傾き検出
手段は、上述した距離検出装置１６を援用し、スクリーン１５の複数位置（３以上の位置
が好ましい）での距離を計測することで、幾何的な演算により傾きが算出できる。例えば
、距離検出装置１６によって投射される範囲の位置関係を測定し、そこから求めることが
できる。例えば、少なくともスクリーン１５の走査開始ライン中の一点及び走査終了ライ
ンの１点などの２点で投影距離を検出し、上下方向の傾きを求めることができる。同様に
、水平方向に異なる２点で投影距離を検出し、左右方向の傾きを求めることができる。
【００７４】
　上述の形状補正を行うためのレーザ光線の制御について説明する。例えば、スクリーン
１５ｂのように上面が手前に傾いていると画像７１のように上面が小さく下側が大きな台
形になる。これを補正するために、画像７４のように下側を投影するにつれて徐々に光線
の出射角度を小さくしていく必要がある。その方法としては（I）レーザ光源の制御と（I
I）ＭＥＭＳミラー１４の制御の２通りの方法が挙げられる。
【００７５】
　（I）レーザ光源の制御による方法は、ＭＥＭＳミラー１４の振り角は一定としたまま
、レーザ光源装置１０においてレーザの点灯させるタイミングを変化させる方法がある。
つまり、画像の下側を走査するにつれて徐々に点灯させる水平方向の範囲を減少させるよ
うに、すなわち徐々に出射角度の小さい部分だけ点灯させるように駆動させる。この方法
は、次に説明する（II）の方法に比べて、ＭＥＭＳミラー１４のような可動デバイスを動
的に制御することがないため、寿命等を改善できる。
【００７６】
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　徐々に点灯させる水平方向の範囲を減少させた時、光線が平行光ではなく設計上一定の
拡がり角をもった場合には、画像表示装置１から距離の遠い画面下側部分のスポットサイ
ズが大きくなってしまうため画面にムラができ、画質が低下する（画面の下側にいくほど
ぼやけた画像となる）。しかし、このような画質の低下は、制御手段が可変焦点装置１３
にスポットサイズを動的に変化させるよう制御することで、例えば画像７３の場合には下
側を投影するにつれて徐々にスポットサイズを小さめにするよう制御することで、改善で
きる。
【００７７】
　このときの制御手段は、同じく得たスクリーン１５の傾き（傾きの角度）に応じて、ス
クリーン１５上の画面内のスポットサイズを変更するように、可変焦点装置１３を制御す
ればよい。ここで、制御手段は、スクリーン１５が正対（平行に投影）しておらず傾いて
いた場合には、画像を表示中、常に動的にスポットサイズを変化させ続けることになる。
なお、これに対し、正対している場合は、基本的に投影サイズに最適なスポットサイズと
なるよう制御して、それ以降、一定のスポットサイズで画像を表示すればよい。
【００７８】
　若しくは、制御手段は、直接、距離検出装置１６から得たその走査点での距離に応じて
スポットサイズを変更するように、可変焦点装置１３を制御してもよい。このような制御
も、間接的にスクリーン１５の傾きに応じてスポットサイズを変更する制御に該当する。
より簡単な構成では、スクリーン１５の走査開始点及び走査終了点の２点で投影距離を検
出し、この２点を補間するような投影距離に基づきスポットサイズを決定して制御すると
よい。
【００７９】
　（II）ＭＥＭＳミラー１４の制御による方法は、ＭＥＭＳミラー１４の振り角自体を動
的に変化させる方法である。つまり、画面の下側を表示するにつれてＭＥＭＳミラー１４
の振り角を小さくするように制御する。光線が平行光ではなく設計上一定の拡がり角をも
った場合には、スクリーン１５ｂが傾いていることから画面の部分毎でスポットサイズが
異なり画質が低下するが、これも同様に可変焦点装置１３を傾きに応じて動的に制御して
補正することで改善できる。
【００８０】
　このように、スクリーン１５が傾いている場合でも傾いていない場合でも、レーザ光線
の制御によりその投影形状を補正すると共に、制御手段及び可変焦点装置１３によりビー
ム径の大きさをスクリーン１５の投影位置毎に可変制御することで、スクリーン１５の傾
きに応じたスポットサイズに制御することが可能となり、最適な画質の画像を得ることが
できる。なお、光線が平行光でないことを前提に上記（I），（II）について説明したが
、出射光が平行光である場合には投影サイズによって画質のバラつきが出てしまうため、
平行光である場合であってもスポットサイズの調整を行うとよい。
【００８１】
＜第６の実施形態＞
　第１～第５の実施形態に係る画像表示装置では、制御手段は投影サイズに応じてスポッ
トサイズの変更を行うよう可変焦点装置を制御したが、第６の実施形態に係る画像表示装
置は、投影サイズ（投影距離）の代わりに、或いは投影サイズによる制御の後の微調整と
して、ユーザ操作に応じて可変焦点装置を制御する。
【００８２】
　つまり、本実施形態に係る画像表示装置の制御手段は、スポットサイズを変更するユー
ザ操作を受け付ける操作手段を有し、その操作手段で受け付けたユーザ操作に応じたスポ
ットサイズの変更を行うように、可変焦点装置を制御する。このような操作手段、すなわ
ちユーザインタフェースは、調整用レバーや調整用つまみを設けるなど、画像表示装置に
全て含めるように搭載してもよいし、一部を画像表示装置に接続するテレビやＰＣ等の映
像ソース側でユーザ操作を行わせ、その操作信号を受信してもよい。
【００８３】
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　このように、可変焦点装置をユーザが自由に調整可能にすることで、ユーザの好みに応
じた画質となるよう自由に設定が可能である。これにより、この画像表示装置を汎用性の
高いものにすることができる。
【００８４】
　実際、スポットサイズによって画素間の重なりの度合いが変わるため、ユーザである視
聴者が感じる画質の解像感が変わる。つまり、重なりが少ないとシャープな画質になり、
重なりが多くなるにつれてシャープさが無くなる。しかし、本実施形態では、上述のごと
き制御手段により、ユーザがスポットサイズを自由に調整することを可能にしているため
、この重なり具合がユーザ調整できる。従って、本実施形態では、画像の解像感をユーザ
好みに調整し、結果としてユーザ好みの画質に調整することができる。
【００８５】
　以上、本発明の各実施形態について、ＲＧＢを合成後に走査することを前提に説明した
が、例えばＲＧＢそれぞれに対して可変焦点装置及びＭＥＭＳミラーを設けて、走査後（
例えばスクリーン上で）合成させる構成を採用してもよい。その場合、画素毎の色はＲＧ
Ｂ光線の重なりによって表現されるため、画質を保つためにはＲＧＢ間のピッチ及びビー
ム径は同じである必要がある。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図である。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図である。
【図３】本発明の第３の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図である。
【図４】図３の画像表示装置における可変焦点装置の構成例を示す図である。
【図５】図４の可変焦点装置の制御によりスクリーン上に形成される各画素の配列の例を
示す図である。
【図６】本発明の第４の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図である。
【図７】本発明の第５の実施形態に係る画像表示装置の制御例を示す図である。
【符号の説明】
【００８７】
１，２，３，６…画像表示装置、１０…レーザ光源装置、１０ａ～１０ｃ…レーザ光源、
１１ａ～１１ｃ…コリメートレンズ、１２ａ～１２ｃ…ダイクロイックミラー、１３，２
０，３０，６０…可変焦点装置、１４…ＭＥＭＳミラー、１５…スクリーン、１６…距離
検出装置。
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